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○藤丸委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。山井和則君。 

○山井委員 二十分間、質問をさせていただきます。 

 後半は本題のカスハラ防止についても質問させていただきますが、昨日、自民党と公明党が年金改革法案を党

内了承したということを聞きましたので、まずはそのことについて、大変な御努力をしていただいたんだと思い

ます。自民党、公明党、厚生労働省の皆さんに御礼を言いたいと思います。 

 私たちも繰り返し、この年金改革法案、今国会で早く出せ出せと言っていた以上、出させるだけ出させて通さ

ないというわけにはいかないと思っておりますので、今国会で何としても修正を加えた上で成立させたいと思っ

ておりますし、先の話ですけれども、参議院では六月四日水曜日の本会議で審議しないと今国会で成立できない

ということですから、もし与野党の修正協議がうまくいくのであれば、本当に、五月三十日に衆議院が通過でき

るぐらいでいかないと、これは私たちの都合じゃなくて、参議院側の都合でお尻があるわけなので、そういう意

味では、この短期間の間に与野党で修正協議をして、しっかりした中身のある法案にすべきではないかと思って

おります。 

 そういう中で、もう報道もされておりますけれども、今回の最大の問題点は、あんパンのあんこと言われてお

りますけれども、就職氷河期世代以降の低年金の底上げの部分、正確に言いますと、厚生年金と基礎年金の調整

期間の一致という目玉の部分がこの法案からすっぽりと抜け落ちてしまったということであります。 

 これについては、今日の配付資料にもありますように、例えば、私の尊敬する年金の専門家の駒村教授は、氷河

期世代を放置するなというふうに訴えておられますし、その横の新聞でも、年金底上げ、導入は政治判断という

ことで、そういう意味では、就職氷河期世代以降の低年金の底上げ、調整期間の一致、これを修正で入れるかどう

かは、ある意味で、この衆議院厚生労働委員会の与野党の私たちの責任に懸かっているというふうに思います。 

 それで、今日の配付資料にもありますように、十二ページですか、やはり何度言っても言い過ぎではないと思

いますが、最悪の試算によると、今百万人の高齢者の生活保護の人が、二〇五〇年には二百万人に倍増するリス

クがある、そういう恐ろしい状況なんですね。そういう意味では、就職世代を含めた現役の低年金の方々が今後

三割年金がカットされるのを、何とかその年金の低下を防がねばならない。これは就職氷河期世代以降の現役の

方々にとっては、本当に死活問題だと思うんですね。 

 そこでなんですけれども、今回どういう法案かということを、ちょっと僭越ながら説明を一言だけさせていた

だきますと、今日の配付資料九ページにもありますように、私は一番、今回の調整期間の一致の肝はこの九ペー

ジの図だと思うんです。 

 二〇四〇年度に六十五歳で受給開始、つまり、今五十歳の人が平均余命まで生きた場合、今回のあんパンのあ

んこ、低年金の底上げを入れたらどれだけ影響するか。今五十歳の人ですよ、六十五歳から受けたら。モデル世帯

二人分だったら、生涯で四百五十一万円、年金の受給額が増える。比較的厚生年金が高い方でも百三十六万が増

える。逆に言えば、もっと低年金の方は何と生涯年金が二百十五万増えるということなんですよね。これはやは

りもう死活問題ですよ、低年金の方にとっては二百十五万円も増えるわけですから。これは全員ですからね。 

 そういう意味では、今の高齢者の方はちょっと減る部分もあって、ここは何らかの措置が必要だとは思うもの

の、五十歳以下の現役世代の方々にとっては大幅に年金が増えて、特に低年金の人の年金が増えるという、これ

は本当に切り札なんですね、就職氷河期世代を救う。こういうことです。 

 そこで、駒村教授の今日の毎日新聞を読みたいんですけれども、どう書いてあるか。今日の毎日新聞です。提出

優先、骨抜き年金法案、基礎年金底上げ削除、選挙重視、最大のリスク。駒村教授ですね。読み上げます。 

 底上げ案は、比較的家計に余裕がある世代が、氷河期世代など不遇な世代のリスクを補う仕組みだった。厚生

年金の流用といった批判があるが、法案がもっと早くに国会に提出され議論していれば、制度の趣旨が理解され、

政治的な合意も取れたのではないか。対策がないままに四十年を迎えれば、低年金者が増え、年金への信頼、社会

不安も広がる。生活保護に頼る高齢者は増加し、国費も圧迫するだろう。底上げ案に反対した自民党議員は、将来

何が起こるか議論した上で削ったのか。数か月先の選挙が大事だっただけではないのか。年金は長期の議論が不



可欠である。それを補うのが政治の役割のはずである。政治の視野が短期に向かうのが年金制度の最大のリスク

である。こういうことを書いておられます。 

 あえて私もおわびを言いますと、確かに二〇〇七年の消えた年金のとき、私たちも乱闘になって大変御迷惑を

おかけして、そういうことがあったので、今回も、もうそんなややこしいことはやめておこうということになっ

たのであって、私も責任の一端があると思うので、こういうふうに丁重に言っているんですけれどもね。でも、今

回は何とか党利党略を超えて、政争を超えて、駒村先生がおっしゃっているように、低年金の底上げをせねばな

らないと思います。 

 そこで、あえてきついことを言いますが、福岡大臣、今回、この底上げ部分を削除したということは、自民党や

石破政権というのは、就職氷河期の方々の低年金の問題はもう放置する、就職氷河期世代というのはもう見捨て

るということなんですか。 

○福岡国務大臣 基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置につきましては、昨年末の社会保障審

議会年金部会の議論においても、賛成、慎重、両方の意見があったところでございます。 

 その後、御承知のとおり、与党における法案審議の中でも、厚生年金の積立金を活用してこの措置を行うこと

について、慎重な意見があったところでございます。 

 そのような中で、今回の法案は、五年に一度の財政検証の結果を踏まえまして、被用者保険の適用拡大などの

重要な改正事項を検討しておるところから、できる限り早期に法案を提出するように、国会でも再三にわたって

御要請いただいたところでございます。 

 できる限り早く法案を提出し、御審議いただくという点を重視し、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了

の具体的な仕組みについては規定しない方向で、現在、最終的な調整を行っているところでございます。 

○山井委員 時間に限りがあるので端的にお答えいただきたいんですけれども、慎重な意見が多かったというの

は、どんな慎重な意見なんですか。これは就職氷河期世代の低年金を底上げする切り札で、これをやらなかった

ら将来大変なことになるという、メリットがあるわけですね。もちろんデメリットがあるのも分かりますよ。ど

ういう慎重意見があったか、端的に短くお答えください。 

○福岡国務大臣 基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の具体的な仕組みに関しまして、厚生年金の積立金

を活用する、このことについて慎重な御意見があったということでございます。 

○山井委員 でも、今言ったように、私はそこに誤解があると言っている。 

 何か今の答弁を聞いたら、厚生年金の人が損するみたいなイメージがあるんだけれども、違うんですよ。さっ

き言ったように、五十歳以下の人は全員大幅に得するんですからね。流用というけれども、厚生年金の人も一階

は基礎年金なんだから。 

 そういう意味では、繰り返し言いますけれども、今の五十歳以下の人は、モデル世帯で四百五十一万円、高い年

金の人でも百三十六万円、低い年金の方では二百十五万円、この傾向は、五十歳よりも四十歳、四十歳よりも三十

歳、ますます増額が増えるんですからね。 

 そういう意味では、やはりこれは話し合えば、そういう誤解というか懸念があるのは分からないではありませ

んけれども、これから限られた時間で与野党で協議すれば、私は合意できると思うんです。 

 そこでなんですけれども、やはり、何党がじゃなくて、ここまでマスコミから就職氷河期世代の年金底上げが

削除されてとんでもないとたたかれている以上は、やはり与野党でスピーディーに協議をして、就職氷河期世代

の年金底上げの、調整期間の一致を入れた、それで衆議院を通過したとなれば、多くの方が本当にほっとされる

し。 

 言っておきますけれども、本当に調整期間の一致をやるかどうかの判断は五年後ですからね。はっきり言って

五年後ですから、今入れても確実にやるわけではないんですよ。ただ、今入れておかなかったら五年後にもほと

んどできないということですから、やはり今入れておくというのは、はっきり言って、それほど実害はないと思

うんですね。今入れなかったらもう永遠にやらないということですから、ちょっと言いづらいですけれども、あ

えて言いますけれども、将来、低年金の方が増えたときには、与党も野党も含めて、何であのとき私たちを見捨て

たんだというのは、一〇〇％私たちは言われるリスクがあると思うんです。 



 そこで、福岡大臣にお伺いしたいんですけれども、法案提出が金曜日ですから答えづらいのは分かっておりま

すけれども、あえてお聞きします。 

 こういう形で、苦渋の形で法案を出されるということは理解をし、感謝をしておりますけれども、やはりこれ

は、あんパンの中のあんこ、調整期間の一致という、就職氷河期世代以降の低年金の底上げの部分を修正して与

野党でもし合意できたならば、修正してもし合意できたならば、法案審議前から仮定の話で本当に申し訳ないん

ですけれども、ただ、これは本当にちょっと重要な問題なので、あえてお聞きします。もしそういう合意ができた

ならば、厚生労働省としても別にそれを排除するものではないという考えでよろしいですか。 

○福岡国務大臣 まず、私どもとしては、与党の審査を経まして、今週中にも法案提出に向けた手続を今進めさ

せていただいているところでございます。 

 提出後に国会において政党間で協議をされることにつきましては、恐縮ですが、お答えを差し控えさせていた

だきたいと思います。 

○山井委員 ここは、おっしゃるように、厚労省として答えられるというよりも、ボールは私たち与野党の議員

と藤丸委員長に懸かっておりますので、是非とも五月三十日の日にはそういう円満な決着ができるように頑張り

たいと思います。 

 それで、昨日、介護クラフトユニオンの方々が深刻なハラスメント、介護職員、ケアマネさんの深刻なハラスメ

ント、目を覆うばかりのハラスメントの被害の報告がございました。私も聞かせていただきました。 

 その中で、ハラスメント防止の質問は次にしますけれども、その前段として、今困っているのは、ヘルパーを派

遣してくれと言われても、ヘルパー不足で派遣できない、それで、何で派遣できないんだとケアマネさんが追及

されている、困っているということで、このままでは、保険料を払っているのにヘルパーを派遣できないという

ことはあり得ないということで、介護職員さんの処遇改善が必要だということを要望をされました。 

 田村さんもおられますけれども、今、私たち、介護職員処遇改善法案を出しておりまして、協議をすることにな

っているんですけれども、実は、この法案、調べてみたら、野党は二〇〇八年にも出しているんですよ、介護職員

処遇改善法案。そして、大もめにもめた末、最後、与野党協議して合意しまして、委員長提案で成立させたんです

よ。それが二〇〇九年の処遇改善加算につながったんですよ。与野党合意したんですよ。そのときの筆頭理事は

誰かと思ったら、私と田村さんだったんですよね、十七年前。 

 何を言いたいかというと、もちろん、この介護職員の処遇改善も、与党も野党も参議院で訴えるわけですから、

できれば、補正予算には入れましょうということを与野党で合意するとか、選挙でけんかするだけじゃなくて、

藤丸委員長のリーダーシップの下、やはり何か結果を出すということをしないと、この厚生労働委員会も存在意

義がないと思うんです。補正予算で介護職員、障害福祉職員の処遇改善を是非入れていただきたいんですが、福

岡大臣、いかがですか。 

○福岡国務大臣 今御指摘いただきましたように、介護だったり障害福祉分野における人手不足、大変厳しいも

のがありますので、処遇改善が喫緊の課題だということは認識をしてございます。 

 これまで、昨年度の報酬改定だったり補正予算の措置、そういったことも講じてきておりますが、さらに、資金

繰りが厳しい事業所等に向けて、今、ＷＡＭの融資枠の拡大、こういったこともやらせていただいています。 

 補正の効果が表れてくるのはこの夏頃からでございますから、そういった状況もしっかり見極めながら、必要

な対応について行っていきたいと思います。 

○山井委員 是非、この年金法案、無事いい形で可決できたら、その次、医療法とか介護処遇改善法案、議員立法

の議論もできると思いますので、今言ったような、与野党合意でやはり是非結果を出せるようにしていきたいし、

それで補正予算に、与野党協力して、介護職員処遇改善の予算がつくように頑張りたいと思います。 

 残された時間、カスハラなんですけれども、昨日、介護クラフトユニオンの村上副会長がおっしゃったように、

一々言いませんけれども、深刻な被害がホームヘルパーさんにもケアマネさんにも、また、自治労さんからもお

話がありましたけれども、公務員の方々にも深刻なカスハラの被害が出ております。 

 それで、今回、私たちは修正案を出しております。その修正案というのは、今日の配付資料にも出ております

が、どういう修正案かといいますと、仮処分命令ですね。今日の三ページですね。 



 要は、私たちの修正案では、カスタマーハラスメントに係る正確な事実の把握、記録の作成、保存等の事後対

応、仮処分命令の申立てを含むカスタマーハラスメントの抑止のための措置その他の必要な措置を講ずるという

ことで、あえて伝家の宝刀で、最も強烈で、繰り返し行われてどうしても抑止できないときの最後の伝家の宝刀

として、事業主が労働者を守るために仮処分命令の申立て、もう店に来ないでください、電話をしないでくださ

い、近寄らないでくださいとか、ＤＶ防止法みたいなやつ。最悪の場合には、ああいう強烈な手段を事業主は取っ

てでも、労働者をカスハラから守るべきだと。 

 私の知り合いでも、そういうクレームやカスハラによって体調が悪化して入院した人、仕事を辞めざるを得な

くなった方というのは多数おられるんですね。 

 やはりそういう意味では、今回の閣法もいいんですけれども、もう一歩、私たちの修正案にあるように、仮処分

命令の申立てということも事業主が講ずるべき措置の例示として入れて、やはり最悪の場合には、そう簡単には

こんなのは使えませんけれども、こういうことがあるんですよということが重要だと思いますが、この修正につ

いて、大臣、いかがですか。 

○福岡国務大臣 仮処分の申立てにつきましては、代理人の選任等が必要となるなど、事業主の負担が大きいこ

とであったり、また、活用し得る場面はあるにしても、裁判例を見ますと、適用された事例は限定的であること等

考えられることから、カスタマーハラスメントの個別具体の内容を問わず、全ての事業主を対象とする措置の内

容としてこの改正法案に明示することは、私どもとしては慎重に考える必要があると思います。 

 ただ一方で、委員御指摘がありましたように、仮に法案が成立した場合には、事業主が講ずべき措置の具体的

な内容は指針等で定めることとしてございまして、御指摘に関しましても、指針などの検討の際に必要に応じて

検討してまいりたいと考えています。 

○山井委員 半歩前向きな答弁、ありがとうございます。 

 もちろんやはり、この法案が成立したときのガイドラインの指針の中に、どうしても悪質なカスハラが繰り返

された場合の一つの最終的な手段として、仮処分命令の申立てをやることができる、あるいは、やってでも労働

者を守るべきだということを入れていただくのは非常にありがたいので、是非入れていただきたいですし、その

ためには、例えば附帯決議に仮処分命令の申立てということを入れてもらうとか。 

 ただ、あえてこだわりますけれども、やはり今、介護現場、お店、公務員の方々へのカスハラというのは、イン

ターネットで顔をさらす、名前をさらすとかいうことも増えて、余りにも度を過ぎた悪質なものが多過ぎるんで

す。それで本当に体調を壊したり、仕事を辞めざるを得ない方も増えていますので、私たちとしては、今後、修正

協議は続くんでしょうけれども、指針のガイドラインに入れてくれるのであれば、もう一言、やはり法案の中の

例示に入れていただければと思います。 

 それで、そのことは協議しますけれども、今、ガイドラインの指針にはそういうのを入れる可能性があるとい

う前向きな答弁をいただきましたけれども、福岡大臣として、やはりこういう、最初からじゃないですよ、最初か

ら仮処分命令の申立てにはしませんが、やはり最後の手段として、そういう、仮処分命令の申立てということが

あることによる抑止効果というのはどういうのが考えられるか、福岡大臣からお答えいただけますか。 

○福岡国務大臣 先ほど申しましたとおり、法文に明示するということになりますと、全ての事業主を対象とす

る措置の内容として改正法案に明示することになりますので、そういった部分では慎重に考える必要がございま

すが、今委員がおっしゃいましたように、事業主が講ずべき措置の具体的な内容について、指針等の検討の際に、

いろいろな方に御理解いただけるような、そういう方策については引き続き検討してまいりたいと思います。 

○山井委員 あともう一問だけですけれども、最後。 

 最初申し上げましたように、五十歳以下の現役世代の方々の年金の受給額は増える、そして、かつ、それは低年

金の人の方が大幅に増えるということで、法案には入っていないですけれども、年金審議会が出した調整期間の

一致はそういう効果があるということでよろしいですね。確認させていただきます。 

○福岡国務大臣 まず、先ほども申しましたように、今回の法案については、マクロ経済スライドの早期終了の

具体的な仕組みについては盛り込まない方向で進めているという前提について申し上げますと、五十歳よりも若

い方につきましては、仮に基礎年金の底上げ措置を行った場合の年金受給総額の影響は試算していないことから、



回答は差し控えさせていただきますが、一般的に言いますと、マクロ経済スライドによる給付調整が終了した以

降に受給する期間が長い方が改善効果が高くなりますことから、将来年金を受給する世代の方が底上げになり得

るというふうに考えております。 

○山井委員 もう終わりますが、この委員会室でも、町を歩いていても、五十歳以下の方の年金は全員増えるん

ですからね。それをやめるということは、本当に相当の政治的な責任を私たちは問われるということを申し上げ

て、終わります。 

 ありがとうございました。 


